
津市ブロック塀等撤去改修事業補助金交付要綱 

 

平成３１年１月１５日訓第２号  

 

改正 令和４年３月１８日訓第１０号 

 

（趣旨） 

第１条  この要綱は、ブロック塀等の地震に対する安全性の向上及び市民の防

災意識の高揚を図り、地震に強いまちづくりを推進するため、津市補助金等

交付規則（平成１８年津市規則第４４号。以下「規則」という。）の規定に

基づき補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

⑴ ブロック塀等 本市の区域内において道路等に面して設置された塀及び

門柱であって、コンクリートブロック、石材、レンガその他これらに類す

るものにより築造されたもの（２段積み以上のものに限る。）をいう。 

⑵ 道路等 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以下「法」という。）

第４２条に規定する道路その他一般交通の用に供している通路をいう。 

⑶ 撤去 ブロック塀等の全部を解体し、撤去することをいう。 

⑷ 改修 撤去を行い、新たにフェンス等を設置することをいう。 

⑸ フェンス等 フェンス、板塀等（生け垣を除く。）及び建築基準法施行

令（昭和２５年政令第３３８号）第６１条又は第６２条の８に適合する塀

であって、その設置について安全を確保できるものとして市長が適当と認

めるものをいう。 

（名称） 

第３条 第１条の補助金は、「津市ブロック塀等撤去改修事業補助金」（以下

「補助金」という。）と称する。 

 （交付の対象） 

第４条 補助金は、次の各号のいずれにも該当するブロック塀等の撤去又は改

修（以下「補助事業」という。）を行う当該ブロック塀等の所有者（以下

「交付対象者」という。）に対し、当該補助事業に要する経費（以下「交付

対象経費」という。）をその対象として、これを交付するものとする。 



 ⑴ 撤去するブロック塀等の高さが、道路等地盤面から１メートル以上であ

ること。 

 ⑵ 本市が行う調査により、撤去するブロック塀等に建築基準法令の明らか

な違反がないと認められること。 

（補助金の額） 

第５条 補助金は、次に掲げる額の合計額を限度とし、予算で定める範囲内に

おいて、これを交付するものとする。 

⑴ 撤去に要する費用又は撤去するブロック塀等の延長に１メートル当たり

１万円を乗じて得た額のいずれか少ない額に２分の１を乗じて得た額（当

該額が１０万円を超えるときは、１０万円） 

⑵ フェンス等の設置に要する費用又は設置するフェンス等の延長（撤去し

たブロック塀等の延長を限度とする。）に１メートル当たり１万円を乗じ

て得た額のいずれか少ない額に２分の１を乗じて得た額（当該額が１０万

円を超えるときは、１０万円） 

２ 前項各号の規定により算出された補助金の額に１，０００円未満の端数が

あるときは、これを切り捨てるものとする。 

３ 補助金は、撤去するブロック塀等の存する一の敷地につき１回に限り、こ

れを交付するものとする。 

 （交付申請の期限） 

第６条 規則第３条第１項の別に定める期日は、撤去工事に着手する日の１０

日前とする。 

 （添付書類） 

第７条 規則第３条第１項第４号の市長が必要と認める書類は、次に掲げる書

類とする。 

⑴ 撤去するブロック塀等の付近見取図 

⑵ 撤去前のブロック塀等の配置図及び写真 

⑶ フェンス等の計画図面（改修の場合に限る。） 

⑷ 交付対象経費に係る見積書の写し 

⑸ 補助金代理請求及び受領予定届出書（補助金の交付請求及び受領を補助

事業を実施する事業者に委任する場合に限る。） 

⑹ その他市長が必要と認める書類 

（実績の報告） 

第８条 規則第１２条の規定による実績報告書（規則第６号様式）の提出は、



補助事業が完了した日から起算して３０日を経過した日又は補助金の交付の

決定に係る会計年度が終了する日のいずれか早い日までに、次に掲げる書類

を添えてこれを行わなければならない。 

⑴ 補助事業実施後の写真 

⑵ 交付対象経費に係る領収書等の写し 

⑶ 契約書又はこれに代わる書類の写し 

⑷ その他市長が必要と認める書類 

（委任） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この訓は、平成３１年１月１６日から施行する。 

   附 則（令和４年３月１８日訓第１０号） 

１ この訓は、令和４年４月１日から施行する。 

２ 津市ブロック塀等撤去改修事業補助金交付要綱（平成３１年津市訓第２号） 

 の一部を次のように改正する。 

 （略） 


